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プログラムの趣旨
各府省のSDGsへの取組は、個別の施策・事業の主目的と重なる項目が中心
（例：環境省→目標13 気候変動に具体的な対策を）
SDGsの単一目標にのみ着目するのではなく、その他の目標も含め施策効果の最大化を目指
して施策・事業を実施することが重要

施策・事業の主目的のSDGs項目と、副次的効果が期待される複数のSDGs項目について目標
を設定して実施し、その成果を把握・点検して次年度の施策・事業に反映するPDCAサイク
ルの仕組みを構築することで、SDGsへの取組をより効果的なものとしていくことを目指す

環境省では、令和２年度から他府省に先駆けて
① SDGs推進のためのPDCAサイクルの構築
② 主要施策のSDGsアイコン表示

を試行的に実施。環境省の試行事業を通じて確立した知見を他府省に展開するとともに、
国内外へ発信



マルチゴールに着目し施策効果の最大化を目指す

実施前：１事業１ゴール 実施後：１事業マルチゴール
⇒施策効果の最大化へ

X 事業

A事業

B事業

• 多様なSDGsへの配慮が事業のPDCAに組込まれることで、社会的な付加価値の検討が習
慣化され、SDGsに対してより大きく貢献できる施策の企画・立案が促進され、ひいては
政府の施策全体へのSDGsの組込みに貢献する。

• 本取組を国内外に発信し、自治体や他国政府等と協力することで、国連SDGs 2030ア
ジェンダに貢献できる。



① PDCAサイクルの構築 スケジュール

①17のSDGsに
応じた事前目
標の設定

②事前目標
を考慮した
事業の実施

③事後の実
績把握と自
己点検

④①次年度
目標の（再）
設定

②事前目標
を考慮した
事業の実施

✔中央環境審議会総合政策部会、環境省政策評価委員会等におい
て、定期的に本取組の実施状況を報告
✔SDGsステークホルダーズ・ミーティング等で情報発信

R2年度４月

R2年度～

R3年5～7月

R3年5～7月

R3年度～
結果を反映

●令和２年度、１２の事業を対象として、SDGsの観点から、目標を設定。
●令和３年５～７月にかけ、上記設定目標について、実績把握・自己点検を実施。その結果

を踏まえ目標を再設定。（PDCAサイクル）
●令和４年度も、令和３年度と同様のサイクルを回した。

R4年度も
同様のサ
イクルを
回す



① PDCAサイクルの構築 対象事業

１．環境で地方を元気にする地域循環共生圏づくりプラットフォーム事業

２．地域脱炭素投資促進ファンド事業

３．地域の自立・分散型エネルギーシステムの構築支援事業

４．気候変動影響評価･適応推進事業

５．クールシティ推進事業

６．海洋ごみに係る削減方策総合検討事業費・海洋プラスチックごみ総合対策費

７．生物多様性保全推進支援事業

８．希少種保護推進費

９．我が国循環産業の戦略的国際展開による海外でのCO2削減支援事業

10．食品ロス削減及び食品廃棄物等の3R推進事業費

11．熱中症対策推進事業

12．水銀に関する水俣条約実施推進事業



① PDCAサイクルの構築 PDCAサイクルの例
※令和３年度Do・Check欄で取組をフォローアップし、令和４年度
Action/Plan欄で新目標を設定（下線部は旧目標からの変更点）

事業名

業務
概要

令和４年度

事前のSDGs目標設定（Action/Plan) 事業実施(Do) 事後の自己点検結果（Check) 事前のSDGs目標設定（Action/Plan)

・(i)事業の主目的と重なるSDGs目標（◎）及び(ii)事業の副次的な効果として達成され
るSDGs目標（○）をそれぞれ選定し、可能な限り具体的な目標を設定
・前年度事業の実績を踏まえて目標を再設定

・事業実施後、SDGs目標の実績や事業実施で工夫した点を記載してください。
・SDGsの実現にさらに貢献するための方向性等について記載

・(i)事業の主目的と重なるSDGs目標（◎）及び(ii)事業の副次的な効果として達成され
るSDGs目標（○）をそれぞれ選定し、可能な限り具体的な目標を設定
・前年度事業の実績を踏まえて目標を再設定

2 飢餓をゼロに ○
令和２年度に実施した水稲の気候変動影響評価モデルをWebサービス化し、東南アジ
アの開発途上国で政策意思決定に利用されること等を通じ、持続可能な農業などに貢
献する。

地域ごとの気候変動リスクに応じて食料生産をサステナブルにするため、インドネシア
やベトナムで実施した水稲の気候変動影響評価のWebサービス化を行った。

令和３年度は、左記の気候変動に脆弱な国で気候変動影響評価を実施し、食糧自給
率向上に資することにより、当初ＳＤＧｓ目標の将来的な達成に向けて一定の前進が
あったと考えている。令和４年度は、取組を継続・対象地域を拡大し、目標達成に向け
てさらに貢献していく。

水稲の気候変動影響評価モデルのWebサービスを活用し、東南アジアの開発途上国
で政策意思決定に利用されること等を通じ、持続可能な農業などに貢献する。

3
すべての人に健
康と福祉を

○
関東地域等において、熱中症に関する適応オプションの検討や、アクションプラ

ンの検討を行う。対象地域における熱中症搬送者数の低減に貢献する。

関東地域等で熱中症に関する情報収集及びアクションプラン策定に向けた検討を引き
続き行い、地域特有の気候変動影響の分析やステークホルダーの課題認識をとりまと
め、アクションプラン骨子を作成した。

令和３年度は、左記の取組を通じて、当初ＳＤＧｓ目標の将来的な達成に向けて一定
の前進があったと考えている。令和４年度は、広域アクションプランの策定を通じて、対
象地域における熱中症搬送者数の低減に貢献することを目指す。

関東地域等において、熱中症に関する適応オプションの検討を実施するとともに、アク
ションプランの策定を行う。対象地域における熱中症搬送者数の低減に貢献する。

全国7ブロックの広域協議会及び分科会のアドバイザーのジェンダーバランスに

配慮する。
広域協議会及び分科会のアドバイザーの選定にあたっては、ジェンダーバランスに配
慮したうえで検討を行った。

関係する分野の専門家に女性が少なく、実際にアドバイザーに就任いただいた女性が
少ないのが課題と認識しているが、引き続き、アドバイザー等の選定に当たっては、
ジェンダーバランスに配慮する。

全国7ブロックの広域協議会及び分科会のアドバイザーのジェンダーバランスに配慮す
る。

適応国際協力業務実施時に従事者のジェンダーバランスに配慮することで、地域や分
野毎に多種多様なジェンダー課題を適切に抽出し、案件設計に反映させる。

適応国際会議開催時に登壇者のジェンダーバランスに配慮を行った。その結果、令和
２年度と比べ、女性数は増加したものの、登壇者数が増加したことに伴い女性割合は
減少した。

関係する分野の専門家に女性が少なく、実際に登壇いただいた女性が少ないのが課
題と認識しているが、引き続き、適応国際会議開催時に登壇者のジェンダーバランス
に配慮を行う。

適応国際協力業務実施時に従事者やイベントでの登壇者のジェンダーバランスに配慮
することで、地域や分野毎に多種多様なジェンダー課題を適切に抽出し、案件設計に
反映させる。

9
産業と技術革新
の基盤をつくろう

○
REAPやAPANなど適応に関する国際会議の場を活用し、日本の優れた防災技術や
サービスを紹介するなど、様々な機会を捉えて、適応技術の普及を図る。

COP26ジャパンパビリオンでNbSセミナーを開催し、NbSが生み出すマルチベネフィット
について紹介するとともに、BSC工法を活用した地表面浸食防止等、日系企業の適応
ビジネスにおけるNbS活用優良事例を紹介し、日本の優れた適応技術の普及に貢献し
た。

令和３年度は、左記の取組を通じて、当初ＳＤＧｓ目標の将来的な達成に向けて一定
の前進があったと考えている。令和４年度は、REAPやAACの枠組みだけでなく、ADB
等の多国籍金融機関と協力した適応案件組成などにも取り組む。

REAP(The Risk-informed Early Action Partnership)、AAC(Adaptation Action
Coalition)、APAN(Asia Pacific Adaptation Network)など適応に関する国際会議の場を
活用し、日本の優れた防災技術やサービスを紹介するなど、様々な機会を捉えて、適
応技術の認知度向上を継続して図る。
また、様々なチャネルを通じ、日系企業の適応ビジネス海外展開を後押しする。

気象災害の激甚化に備え、自治体間の連携や官民連携による効果的な自助共助の

仕組みを広域協議会を通じて検討。気象災害に強靭な地域づくりに貢献する。

広域協議会及びその下に設置された分科会を通じ、気象災害の激甚化に備えた「公
助」「自助・共助」の仕組みについて議論した。加えて、一般市民を対象としたセミナー
を開催し、気象災害やその対策についての普及啓発を行った。

令和３年度は、左記の取組を通じて、当初ＳＤＧｓ目標の将来的な達成に向けて一定
の前進があったと考えている。令和４年度は、適応オプションや、広域アクションプラン
の策定を通じて、気象災害に強靱な地域作りに向けた具体的取組をさらに検討する。

気象災害の激甚化に備え、自治体間の連携や官民連携による効果的な自助共助の
仕組みを広域協議会を通じて検討。気象災害に強靭な地域づくりに貢献する。

小島しょ国14国22島の重要な社会経済インフラに対するハザード情報を提供する等に
より、強靱な社会インフラや都市計画の立案に貢献する。

サモアとミクロネシア連邦の沿岸空港運用会社にBCPリスク情報を提供し、強靱な社
会インフラや都市計画の立案に貢献した。

令和３年度は、左記の取組を通じて、当初ＳＤＧｓ目標の将来的な達成に向けて一定
の前進があったと考えている。令和４年度は、取組を発展させ、さらに目標達成に向け
て貢献していく。

小島しょ国14国22島の重要な社会経済インフラに対するハザード情報や適応政策ガイ
ドラインを提供する等により、強靱な社会インフラや都市計画の立案に貢献する。

気候変動下での台風の影響評価を実施。想定される被害等を予測することで、気候変
動に適応したまちづくり等の施策に貢献する

日本に甚大な被害をもたらした平成30年台風21号と令和元年台風第19号について、
将来の気候変動下で強度や降水量、河川や高潮、局所風等がどのように変化するか
調査し、今後のまちづくり等の施策に活かせるデータを取得した。

令和３年度は、左記の取組を通じて、当初ＳＤＧｓ目標の将来的な達成に向けて一定
の前進があったと考えている。令和４年度は、台風以外の気象災害についても将来の
気候変動下で強度や降水量等による影響がどのように変化するか調査する。また、令
和２年度と令和３年度に実施した台風について、社会経済分野への影響についても調
査を実施する。

気候変動下での台風やそれ以外の気象災害についての影響評価を実施。想定される
被害等を予測することで、気候変動に適応したまちづくり等の施策に貢献する。

13
気候変動に具体
的な対策を

◎

気候変動適応法及び気候変動適応計画に基づき、様々な主体・分野の適応を総合的
に推進する。
また、令和２年度に実施した適応法に基づく気候変動影響評価を踏まえ、令和３年度
に適応計画の見直しを実施する。

令和２年度に実施した気候変動影響評価を踏まえ、令和３年10月に気候変動適応計
画を改定した。本計画に基づき、様々な主体・分野の適応を総合的に推進した。また、
令和７年度に予定している次期気候変動影響評価報告書の公表に向けて、評価手法
等の検討を行った。

令和３年度は、左記取組を通じて、当初ＳＤＧｓ目標の達成に向けて貢献したと考えて
いる。令和４年度は、適応計画の進捗状況を把握するとともに、適応策による気候変
動影響の低減効果の評価手法について検討を行う。また、次期気候変動影響評価の
実施に向け、調査を開始する。

気候変動適応法及び気候変動適応計画に基づき、様々な主体・分野の適応を総合的
に推進する。
また、適応計画の進捗管理を的確に行うため、適応策による気候変動影響の低減効
果を評価する手法の検討を行う。

14
海の豊かさを守
ろう

○
中国四国地域等において、漁業資源及び海洋生態系における気候変動適応をテーマ

としてアクションプランの検討を通じて、海の豊かさの保全に貢献する。

中国四国地域の漁業資源及び海洋生態系に関する気候変動影響の分析や議論を引
き続き行ったほか、関係者の連携によるアクションプラン策定を見据えた調査を実施し
た。

令和３年度は、左記の取組を通じて、当初ＳＤＧｓ目標の将来的な達成に向けて一定
の前進があったと考えている。令和４年度は、アクションプランの策定を通じて、海の豊
かさの保全を目指す。

中国四国地域等において、漁業資源及び海洋生態系における気候変動適応をテーマ
としてアクションプランの策定を通じて、海の豊かさの保全に貢献することを目指す。

15
陸の豊かさを守
ろう

○
湿原の生態系を活用した防災・減災（Eco-DRR）機能の評価を検討する。湿原の減災
効果を活用して気象災害に備えつつ自然生態系の保全に貢献することを目指す。

釧路湿原及び石狩川流域における森林管理やEco－DRR機能に関して、関係自治体
へのヒアリング調査や、将来の降水量等の予測情報の収集、河川の氾濫解析等をうと
ともに、自治体レベルの適応オプションを整理した。

令和３年度は、左記の取組を通じて、当初ＳＤＧｓ目標の将来的な達成に向けて一定
の前進があったと考えている。令和４年度は、アクションプランの策定、適応オプション
の検討を行う。

湿原の生態系を活用した防災・減災（Eco-DRR）機能の評価を検討する。湿原の減災
効果を活用して気象災害に備えつつ、自然生態系の保全に貢献することを目指す。

広域協議会、適応全国大会を開催して全国、各ブロック間のステークホルダーと

のパートナーシップを構築して適応策を推進する。

広域協議会および適応全国大会を開催することで、全国の地方自治体や関係省庁、
研究機関等、気候変動適応に関わるステークホルダーと広く情報共有するとともに、各
地域の気候変動影響等について議論を行い、連携を深めた。

令和３年度は、左記の取組を通じて、当初ＳＤＧｓ目標の将来的な達成に向けて一定
の前進があったと考えている。令和４年度も引き続き広域協議会及び適応全国大会を
開催し、関係者間で情報共有をすすめるとともに、地方自治体等の関係者の参加拡大
を検討し、ステークホルダーとのパートナーシップの強化を目指す。

広域協議会、適応全国大会を開催して全国、各ブロック間のステークホルダーとの
パートナーシップを構築して適応策を推進する。

Adaptation Action Coalitionなど新たな国際枠組に参加し、各国や国際機関との情報
共有を通じて連携を推進する。

REAP(The Risk-informed Early Action Partnership)・AAC(Adaptation Action Coalition)
といった枠組みにおいて、AP-PLATの活動を新たに周知するなど、各参加国や国際機
関の間での情報共有を推進し、さらなる連携を図った。

令和３年度は、左記の取組を通じて、当初ＳＤＧｓ目標の将来的な達成に向けて一定
の前進があったと考えている。令和４年度は、新たな国々や主体に、AP-Platパート
ナー連携活動の周知を広げていくことが必要。また、APN(Asia-Pacific Network for
Global Change Research)等既存の枠組みとの連携を通じ、途上国の適応策策定や実
施に関する能力強化をより効果的に支援。

REAP(The Risk-informed Early Action Partnership)やAAC(Adaptation Action
Coalition)といった他国間連携の枠組やＡP-Platのパートナー連携活動強化を通じ、各
国・各機関が保有する知見等の情報共有を促進することや連携から生まれる新たな活
動により、途上国の適応計画や適応策の策定や実施の支援につなげていく。

17
パートナーシッ
プで目標を達成
しよう

○

１．気候変動影響評価及び適応計画進捗把握
２．気候変動適応における広域アクションプラン策定事業
３．国際連携による気候変動影響評価･計画策定推進
４．気候変動による災害激甚化に係る適応の強化事業
５．適応策のPDCA手法確立調査事業
６．国民参加による気候変動情報収集・分析事業

気候変動影響評価･適応推進事業

令和３年度

5
ジェンダー平等
を実現しよう

○

11
住み続けられる
まちづくりを

○

SDGs

該
当
の
有
無

令和３年度



① PDCAサイクル 令和３年度の実績把握・自己点検結果
●令和４年５～７月にかけ実施。
●事業の主目的のみならず、副次的効果が期待される複数のＳＤＧｓ項目について目標が設

定されたことで、事業実施時に多様なＳＤＧｓ項目へ貢献することが相当程度意識された
といえる（例えば以下の項目）

●他方で、各ＳＤＧｓ項目に係るPDCA実施に関し担当部局には一定の業務負担も発生。
【ゴール２：飢餓をゼロに】
・食品ロス削減とともに生活困窮者の支援にも資する

フードドライブ活動の推進

【ゴール４：質の高い教育をみんなに】
・食品廃棄物３Ｒ、水俣病や熱中症をテーマとした環境

教育機会の提供

【ゴール５：ジェンダー平等を実現しよう】
・事業に関連する委員会、協議会等の委員選定に当たり、

専門性に留意しつつもジェンダーに配慮

【ゴール８：働きがいも経済成⾧も】
・食品リサイクルループ形成推進を通じた事業者の経営

安定化、ローカルSDGｓビジネス創出を通じた地域
経済活性化への貢献

【ゴール９：産業と技術革新の基盤をつくろう】
・気候変動適応や水銀対策、マイクロプラスチック対策

等に資する我が国の優れた技術、ノウハウの海外展開
・温室効果ガス削減、資源効率性向上の観点から先進的

な技術の導入拡大へ貢献

【ゴール17：パートナーシップで目標を達成しよう】
・事業を通じて、地方自治体、地域住民の皆様、企業、

研究機関、ＮＧＯ、外国政府、国際機関等とパート
ナーシップを構築、強化

●小さい業務負担で効率的にＳＤＧｓへの貢献意識を高めるプログラムの在り方を模索。
●本プログラムを通じさらに知見を蓄積し、国内外に発信し、自治体や他国政府等と協力を

進め、SDGｓの達成に向け貢献していく。

【ゴール11：住み続けられるまちづくりを】
・ＢＣＰリスク情報提供を通じ途上国における強靱な社

会インフラ・都市計画立案に貢献
・再エネと蓄電池等を組み合わせ非常時のエネルギー供

給体制構築に貢献



② 主要施策のSDGsアイコン表示

出典：https://www.env.go.jp/guide/budget/r04/r04juten-sesakushu/00_full.pdf

●令和３年度に実施。多様なSDGｓ項目へ貢献することが一定程度意識されたといえる。
●引き続き、予算要求段階から主要事業の主目的と副次的効果を整理し、政策担当者の

SDGs各項目への意識を高める。

＜以下略＞


